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第１ 土木技術支援・人材育成セ 

ンターの概要 

 

東京都土木技術支援・人材育成センター（以下、

「センター」という。）は、大正 11 年に東京市道

路局試験所として発足以来、東京都土木技術研究

所、東京都土木技術センターと組織・名称を変更

しながらも、昨年４月に設立 100周年を迎えた。 
この間、土木事業に関わるさまざまな調査・開

発や貴重な技術情報の蓄積・提供を実施するなど、

局の業務を下支えしてきた。 
現在、センターは、これまで培ってきた技術や

知見を基に、施策や事業を支える「技術支援」、

技術職員の技術力向上を図る「人材育成」の二つ

の役割を担っている。 
 

 「技術支援」では、事業現場での技術的な課題

等をサポートする「現場の技術支援」と政策実現

に向けた課題解決に資する「調査・開発」、「技術

情報の蓄積・提供」や過去の貴重な資料等を収

集・整理する「土木技術情報ライブラリー」を実

施し、建設局並びに各局、区市町村の施策や事業

の推進を支えている。 
「人材育成」では、技術職員の能力開発や技術

力向上を目指す「技術研修」とベテラン技術者の

ノウハウ等を次世代に引き継ぐ「技術継承」に取

り組んでいる。 
  

 

１ 役  割 

(1) 技術支援 

建設局では、道路、河川、公園などの都民が     
安全で快適な生活を送る上で不可欠な都市イ

ンフラの整備と維持管理を担っているが、計画

から設計、施工、維持管理までの各段階におい

て様々な技術的課題や問題に直面している。ま

た、都民への説明や様々なご意見ご要望への対

応に技術的判断の裏付けが必要となり、自然災

害や大事故などの発生時には、都民に対する安

全や利便を確保するために緊急な対応が求め

られることもある。 

各建設事務所、都庁各局及び区市町村等から

受けた支援要請に対し、調査・開発等で得られ

た知見、これまで蓄積してきた技術とノウハウ

や保有する技術情報をもとに、課題解決に向け

た積極的な技術支援を行っている。 

 

(2)  人材育成 

都の技術力を担う人材育成への取組として、技

術研修と技術継承に関する事業を行っている。 
技術研修では、業務及び職級に応じて構成した

６つのコースの研修を実施し、局事業に即した能

力開発や実務的な技術力向上を図っている。 
技術継承では、「構造物モデル」の活用や「建

設技術マイスター制度」の運用などを通して、技

術力の維持向上を図るとともに、これまで培って

きた知識や技術ノウハウを次世代へ継承してい

く取組を行っている。 

 

２ 取  組 
「技術支援」と「人材育成」のため、６つの取 

組を実施している。 

(1) 「現場の技術支援」 

現場を直接サポートし、現場状況に応じて適

切な課題解決を提案 

(2) 「調査・開発」 

建設局の政策実現に向け、計画的・継続的な

調査開発を実施 

(3) 「技術情報の蓄積・提供」 

設計、施工に必要な技術情報を収集し、蓄積

したデータは都民へも広く公表 

(4) 「土木技術情報ライブラリー」 

過去の貴重な資料等を収集・整理し、イベン

トなどを通して土木技術をＰＲ 

(5) 「技術研修」 

   都政を担う技術職員の技術力の維持・向上を 

図る 

第２ センターの役割と取組 
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第１ 土木技術支援・人材育成セ 

ンターの概要 

 

東京都土木技術支援・人材育成センター（以下、

「センター」という。）は、大正 11 年に東京市道

路局試験所として発足以来、東京都土木技術研究

所、東京都土木技術センターと組織・名称を変更

しながらも、昨年４月に設立 100周年を迎えた。 
この間、土木事業に関わるさまざまな調査・開

発や貴重な技術情報の蓄積・提供を実施するなど、

局の業務を下支えしてきた。 
現在、センターは、これまで培ってきた技術や

知見を基に、施策や事業を支える「技術支援」、

技術職員の技術力向上を図る「人材育成」の二つ

の役割を担っている。 
 

 「技術支援」では、事業現場での技術的な課題

等をサポートする「現場の技術支援」と政策実現

に向けた課題解決に資する「調査・開発」、「技術

情報の蓄積・提供」や過去の貴重な資料等を収

集・整理する「土木技術情報ライブラリー」を実

施し、建設局並びに各局、区市町村の施策や事業

の推進を支えている。 
「人材育成」では、技術職員の能力開発や技術

力向上を目指す「技術研修」とベテラン技術者の

ノウハウ等を次世代に引き継ぐ「技術継承」に取

り組んでいる。 
  

 

１ 役  割 

(1) 技術支援 

建設局では、道路、河川、公園などの都民が     
安全で快適な生活を送る上で不可欠な都市イ

ンフラの整備と維持管理を担っているが、計画

から設計、施工、維持管理までの各段階におい

て様々な技術的課題や問題に直面している。ま

た、都民への説明や様々なご意見ご要望への対

応に技術的判断の裏付けが必要となり、自然災

害や大事故などの発生時には、都民に対する安

全や利便を確保するために緊急な対応が求め

られることもある。 

各建設事務所、都庁各局及び区市町村等から

受けた支援要請に対し、調査・開発等で得られ

た知見、これまで蓄積してきた技術とノウハウ

や保有する技術情報をもとに、課題解決に向け

た積極的な技術支援を行っている。 

 

(2)  人材育成 

都の技術力を担う人材育成への取組として、技

術研修と技術継承に関する事業を行っている。 
技術研修では、業務及び職級に応じて構成した

６つのコースの研修を実施し、局事業に即した能

力開発や実務的な技術力向上を図っている。 
技術継承では、「構造物モデル」の活用や「建

設技術マイスター制度」の運用などを通して、技

術力の維持向上を図るとともに、これまで培って

きた知識や技術ノウハウを次世代へ継承してい

く取組を行っている。 

 

２ 取  組 
「技術支援」と「人材育成」のため、６つの取 

組を実施している。 

(1) 「現場の技術支援」 

現場を直接サポートし、現場状況に応じて適

切な課題解決を提案 

(2) 「調査・開発」 

建設局の政策実現に向け、計画的・継続的な

調査開発を実施 

(3) 「技術情報の蓄積・提供」 

設計、施工に必要な技術情報を収集し、蓄積

したデータは都民へも広く公表 

(4) 「土木技術情報ライブラリー」 

過去の貴重な資料等を収集・整理し、イベン

トなどを通して土木技術をＰＲ 

(5) 「技術研修」 

   都政を担う技術職員の技術力の維持・向上を 

図る 

第２ センターの役割と取組 
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(6) 「技術継承」 

 ベテラン技術者がもつ、現場経験に基づいたノ 

ウハウを次世代に引き継ぐ 

 

 

１ 取  組 

計画、設計、施工、維持管理までの各段階で直

面する技術上の課題に対し、直接サポートして解

決策を見出す技術支援を業務の柱のひとつとし

ており、現場と直結した技術支援として、事業実

施部署の円滑、かつ確実な事業執行を支えている。 
 技術支援は、建設局内のみならず他局、区市町

村からの土木技術に関する相談等の要請に応え

てきている。 
 

２ 事  例 

(1) 道路交通振動および騒音の調査 

道路交通に伴う振動や騒音が発生することが

ある。実際にどの程度の振動や騒音が発生してい

るのか、振動計や騒音計を使用して測定し、改善

に向けた技術的な支援を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

道路交通騒音調査 

 

(2) 井の頭池の流出量の調査 

井の頭池の水量・水質管理に資するため、神田

川への流出量の連続計測や井の頭池周辺の地下

水位の計測を実施している。 

 

 
流出量の計測 

 

第４ 調査・開発 

 

１ 概  要 

建設局では、都市基盤の整備や維持管理等の施

策を進めていくなかで、様々な課題に対応してい

く必要がある。このためには、センターの持つ高

度かつ専門的な知見や経験を活用し、計画的・継

続的に「調査・開発」に取り組んでいくことが必

要である。今年度は各事業部と調整して 27 のテ

ーマに取り組むこととしている。  

 

２ 事  例 

(1) 低炭素（中温化）アスファルト混合物の品

質検証及び技術調査 
1) 調査開発の目的 

アスファルト混合物の製造温度を低減する

ことにより、燃料消費量が削減され、CO2排出

量を抑制する効果が得られる。 

この中温化技術を適用した舗装の規格値や性

能評価手法を確立するとともに、現道での工事

に適用した場合の CO2 排出抑制効果を確認し、

現場適用が可能な環境整備を図ることを目的

とする。 

2) 令和５年度の実施計画 

①再生材を用いた低炭素（中温化）アスフ

ァルト混合物の試験施工結果の取りまと

めと事前審査委員会への承認申請 

第３ 技術支援 
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②低炭素（中温化）アスファルト混合物の

敷き均し温度、性能を確認する試験の実

施、運用方法などを検討 

③現道における試験施工の調査（追跡調査） 

3) 成果の活用等 

CO2の排出抑制により、地球温暖化防止に向

けた低炭素社会の実現に向けて貢献 
 

(2) 都市河川の降雨量、水位、流量観測調査 

1) 調査開発の目的 

中小河川の改修や調節池の整備、良好な河川

環境整備のために、雨量、水位、流量等の実態

を把握する。 
2) 令和５年度の実施計画 

①神田川、妙正寺川、石神井川、境川、仙川、

野川において洪水時の流量を観測 
②野川、善福寺川において平常時の流量を観測 
③流量観測結果をもとに河川の水理特性等を

解析 
3) 成果の活用等 

①中小河川の整備計画検討（水理計算、流出計

算等）の基礎資料 
②計画雨量、計画流量の設定資料 

 ③施設整備の効果等を評価するための資料 

 

(3) 液状化予測図の更新 

1) 調査開発の目的 

個人での調査が難しい液状化発生リスクの

目安を示し、都民の防災意識の啓発を目的に、

公共および民間のボーリングデータや土地条

件を基に、液状化の予測結果を公開している。 

  昭和 62 年「東京低地の液状化予測図」を初

刊、その後、多摩地域や港湾地域も予測の対象

地域に加え、平成 18 年から「東京の液状化予

測図」をセンターホームページで公開している。 

  平成24年度に平成23年3月の東日本大震災

を踏まえて、予測図の見直しを行った。 

令和３年度には、膨大なボーリングデータと

地形等の地図情報などから液状化リスクを自

動判定するプログラムを開発し、収集したボー

リングデータ（約 7.6 万本）を活用した予測図

を９年ぶりに更新した。 

2）令和５年度の実施計画 

①地盤データの収集・整備 

②「東京の液状化予測図（令和５年度改訂版）」

の決定・公開 

3）成果の活用等 

①継続的に収集されるボーリングデータを活

用した予測図更新により、最新の情報をホー

ムページに公開 

②都民に対し、よりきめ細かな情報公開を行い、

液状化に関する防災意識を啓発 

 

第５ 技術情報の蓄積・提供 

 

１ 観測・測定情報の蓄積と提供 

センターにおいては、旧研究所時代から地盤情 

報、河川水位・流量や地下水位などの観測及び水

準測量や公共基準点の管理等を継続して行って

きており、得られた数値情報や解析結果をホーム

ページで公表するなど多方面に提供している。 

(1) 地盤情報データ 

地盤情報システムは、各局及び区市から収集し

た地盤情報資料のデータベース化を行い、都の建

設・防災・環境行政等における地盤情報の迅速な

提供を目的として構築したシステムである。 

このシステムでは、地形、地質、土質等の地盤

に関する情報の収集、管理、検索、図化、解析、

情報提供まで一貫した運用・維持管理を行って、

令和４年３月からボーリングデータ等について

オープンデータに対応し、ホームページからダウ

ンロードできるように変更した。 

現在までに収集した地質（ボーリング）データ

は約 10.6 万本あり、そのうちの 2.7 万本を公開

している。 

引き続きデータを充実し、都民サービスを図っ

ていく。 
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(6) 「技術継承」 

 ベテラン技術者がもつ、現場経験に基づいたノ 

ウハウを次世代に引き継ぐ 

 

 

１ 取  組 

計画、設計、施工、維持管理までの各段階で直

面する技術上の課題に対し、直接サポートして解

決策を見出す技術支援を業務の柱のひとつとし

ており、現場と直結した技術支援として、事業実

施部署の円滑、かつ確実な事業執行を支えている。 
 技術支援は、建設局内のみならず他局、区市町

村からの土木技術に関する相談等の要請に応え

てきている。 
 

２ 事  例 

(1) 道路交通振動および騒音の調査 

道路交通に伴う振動や騒音が発生することが

ある。実際にどの程度の振動や騒音が発生してい

るのか、振動計や騒音計を使用して測定し、改善

に向けた技術的な支援を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

道路交通騒音調査 

 

(2) 井の頭池の流出量の調査 

井の頭池の水量・水質管理に資するため、神田

川への流出量の連続計測や井の頭池周辺の地下

水位の計測を実施している。 

 

 
流出量の計測 

 

第４ 調査・開発 

 

１ 概  要 

建設局では、都市基盤の整備や維持管理等の施

策を進めていくなかで、様々な課題に対応してい

く必要がある。このためには、センターの持つ高

度かつ専門的な知見や経験を活用し、計画的・継

続的に「調査・開発」に取り組んでいくことが必

要である。今年度は各事業部と調整して 27 のテ

ーマに取り組むこととしている。  

 

２ 事  例 

(1) 低炭素（中温化）アスファルト混合物の品

質検証及び技術調査 
1) 調査開発の目的 

アスファルト混合物の製造温度を低減する

ことにより、燃料消費量が削減され、CO2排出

量を抑制する効果が得られる。 

この中温化技術を適用した舗装の規格値や性

能評価手法を確立するとともに、現道での工事

に適用した場合の CO2 排出抑制効果を確認し、

現場適用が可能な環境整備を図ることを目的

とする。 

2) 令和５年度の実施計画 

①再生材を用いた低炭素（中温化）アスフ

ァルト混合物の試験施工結果の取りまと

めと事前審査委員会への承認申請 
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②低炭素（中温化）アスファルト混合物の

敷き均し温度、性能を確認する試験の実

施、運用方法などを検討 

③現道における試験施工の調査（追跡調査） 

3) 成果の活用等 

CO2の排出抑制により、地球温暖化防止に向

けた低炭素社会の実現に向けて貢献 
 

(2) 都市河川の降雨量、水位、流量観測調査 

1) 調査開発の目的 

中小河川の改修や調節池の整備、良好な河川

環境整備のために、雨量、水位、流量等の実態

を把握する。 
2) 令和５年度の実施計画 

①神田川、妙正寺川、石神井川、境川、仙川、

野川において洪水時の流量を観測 
②野川、善福寺川において平常時の流量を観測 
③流量観測結果をもとに河川の水理特性等を

解析 
3) 成果の活用等 

①中小河川の整備計画検討（水理計算、流出計

算等）の基礎資料 
②計画雨量、計画流量の設定資料 

 ③施設整備の効果等を評価するための資料 

 

(3) 液状化予測図の更新 

1) 調査開発の目的 

個人での調査が難しい液状化発生リスクの

目安を示し、都民の防災意識の啓発を目的に、

公共および民間のボーリングデータや土地条

件を基に、液状化の予測結果を公開している。 

  昭和 62 年「東京低地の液状化予測図」を初

刊、その後、多摩地域や港湾地域も予測の対象

地域に加え、平成 18 年から「東京の液状化予

測図」をセンターホームページで公開している。 

  平成24年度に平成23年3月の東日本大震災

を踏まえて、予測図の見直しを行った。 

令和３年度には、膨大なボーリングデータと

地形等の地図情報などから液状化リスクを自

動判定するプログラムを開発し、収集したボー

リングデータ（約 7.6 万本）を活用した予測図

を９年ぶりに更新した。 

2）令和５年度の実施計画 

①地盤データの収集・整備 

②「東京の液状化予測図（令和５年度改訂版）」

の決定・公開 

3）成果の活用等 

①継続的に収集されるボーリングデータを活

用した予測図更新により、最新の情報をホー

ムページに公開 

②都民に対し、よりきめ細かな情報公開を行い、

液状化に関する防災意識を啓発 

 

第５ 技術情報の蓄積・提供 

 

１ 観測・測定情報の蓄積と提供 

センターにおいては、旧研究所時代から地盤情 

報、河川水位・流量や地下水位などの観測及び水

準測量や公共基準点の管理等を継続して行って

きており、得られた数値情報や解析結果をホーム

ページで公表するなど多方面に提供している。 

(1) 地盤情報データ 

地盤情報システムは、各局及び区市から収集し

た地盤情報資料のデータベース化を行い、都の建

設・防災・環境行政等における地盤情報の迅速な

提供を目的として構築したシステムである。 

このシステムでは、地形、地質、土質等の地盤

に関する情報の収集、管理、検索、図化、解析、

情報提供まで一貫した運用・維持管理を行って、

令和４年３月からボーリングデータ等について

オープンデータに対応し、ホームページからダウ

ンロードできるように変更した。 

現在までに収集した地質（ボーリング）データ

は約 10.6 万本あり、そのうちの 2.7 万本を公開

している。 

引き続きデータを充実し、都民サービスを図っ

ていく。 
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(2) 地震時の液状化予測図 

東部低地を中心とした液状化調査や、地盤情報

のボーリング柱状図等などを活用し、関東大震災

規模の地震が発生したときの液状化の発生につ

いて地図化した「東京の液状化予測図」（以下、

予測図）を作成し公開している。 

令和３年度に更新した液状化予測図では、予測

に活用した関連情報等についてオープンデータ

に対応し、ホームページからダウンロードできる

ように変更した。 

 

(3) 地盤沈下・地下水位データ 

地盤沈下の主因である地下水位の変動状況と、

地下のどの部分が収縮しているかを明らかにす

るために、都内 42 箇所に観測井を設置している。

観測結果は、「水準基標測量成果」と合わせて東

京都における各種の地盤沈下対策の基礎資料に

なるとともに、地下構造物設置の際や、学術的に

も貴重な資料として各方面に広く利用されてい

る。 

 

(4)  東京都公共基準点の観測データ 

東京都公共基準点は、都内における国家基準

点を補完し、高精度な測量成果を提供すること

を目的として設置している。センターは、公共

測量の基本データとして、都市基盤整備の円滑

化を図るため、昭和 60 年より「東京都公共基準

点」（１級基準点：575 点、島しょ部を除く都内

全域、標準点間距離 約 1.5km）の整備・維持管

理を行っている。 

 

(5) 水準測量等の観測データ 

都内全域に設置してある水準基標（山地、丘陵 

地及び島しょを除く）については、１級水準測量 

（約 600km、約 500 点：国家水準点を含む）を毎

年継続的に実施し、地盤の変動状況並びに地盤高

の現況を明らかにしている。 

また、東部低地帯における河川堤防・河川施設

については、毎年、堤防護岸高測量を実施し、変

動量を調査のうえ関係機関へ提供している。 

なお、昭和 63 年度から三宅島での火山活動等

の状況把握を目的として、精密（１級）水準測量

を隔年で実施している。 

 

(6) 河川流量や降水量等の観測データ 

 中小河川の洪水対策や良好な河川環境創出を

すすめるためには、各河川の水理的な特性や降雨

流出特性の把握が必要である。中小河川において

洪水時等に流量観測調査を実施すると共に、河川

水位や降水量のデータ収集・蓄積を行っている。

蓄積したデータは、局内における中小河川の検討

に活用される他、他局や国・区市町村及び研究機

関等にも依頼に応じて提供している。 

 

(7) 強震観測 

東京都では、昭和 50 年度から｢東京都震災予 

防条例｣(現:震災対策条例)に基づき､各種土木構

造物･建築物と地盤に強震計を設置し観測を実施

している｡センターは､昭和 53 年度から建設局管

理の橋梁､水門､堤防など 19 箇所の強震観測を実

施している。 

 

２ 新技術の評価選定と活用 

コスト縮減、安全安心の確保、リサイクル材の

活用など建設行政の効率的効果的な推進を図る

ためには、民間で開発した優れた新材料や新工法

などの活用を図ることが重要である。 
このため、開発者等から提案された新技術につ

いては、建設局でのニーズや経済性、安全性、施

工性、新規性、独自性、生産性の向上等を視点と

して、新技術評価選定会議において選定し、局内

外へ周知するとともに、活用に向けた取組を行っ

ている。 
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また、ホームページの新技術情報データベース

に掲載し、選定後５ヵ年にわたり情報を提供して

いる。 

 

３ 各種協議会の運営 

(1) 東京都技術情報連絡協議会 
職員の技術力の維持向上を目的に８部局で

構成する「東京都技術情報連絡協議会」におい

て、これまで各局が蓄積してきた技術情報の共

有を図っている。 
 
(2) 地方公共団体建設技術試験研究機関連絡協 

  議会（建試協） 

  全国の地方公共団体に所属する試験研究機

関が、情報交換を行って相互の連携を深めるた

め、「地方公共団体建設技術試験研究機関連絡

協議会（略称「建試協」）」を設立し、センター

は事務局として総会の運営を行っている。 

（令和５年４月より 54 団体） 

 

第６ 土木技術情報ライブラリー等 

 

１ 土木技術情報ライブラリー 

(1) 概要 

技術の継承と各部所が蓄積してきた各種技

術資料を効率的に活用し、事業執行に役立てる

ことを目的として、土木技術情報ライブラリー

を開設している。 

ライブラリーには、局内各部所等から資料を

収集、デジタル化して職員が利用しやすいよう

に体系的・時系列的に分類・整理・編集して掲

載している。 

(2) 資料 

 土木技術情報ライブラリーに掲載している技

術情報等は、次の通りである。 

①要綱・要領・通知類 

②報告書・計画書類 

③パンフレット・冊子類 

④その他古写真・古図面等歴史的資料 

 

２ 成果の公表 

(1) センター発表会の開催等 

調査・開発の成果については、センター発表会

において毎年発表するとともに、年報として取り

まとめている。 

 

(2) 一般公開事業等 

科学技術週間及び土木の日におけるセンター

の一般公開を実施している。 

土木技術に関する最新の情報について、産官学

の外部講師による講演から幅広い知識と見識を

得ることで、技術系職員の技術力向上を図るため、

公開講座「土木技術講習会」を毎年開催している。 

 

３ 大学・各学会等との連携 

大学、土木学会や地盤工学会等との連携を図り、

技術力の向上に努めている。 

(1) 主なテーマ 

1) 河川流域整備に関する研究 （都立大学） 

2) 未利用資材としての高針入度アスファルト

の舗装への適用性に関する研究 （（国研）土

木研究所、（一社）日本アスファルト合材協会） 

3) 河川構造物のＤＥＦ現象を考慮した長期耐

久性の検証 （都立大学） 

4) 機械式フォームド技術を活用した中温化混

合物の製造・施工に関する調査研究 (（一社） 

日本アスファルト合材協会） 

 

第７ 人材育成 

 

１ 人材育成の推進 
ベテラン職員の退職、職務経験の少ない若手職

員の増加に対応しセンターが持つ技術やノウハ

ウを活用して、技術研修と技術継承による人材育

成に積極的に取り組んでいる。 
 技術研修では、研修内容についても、実際に身

をもって体感できる研修など、インハウスエンジ

ニアとして必要なスキルを身につけることがで

きるよう計画的に進めている。 
また、技術継承では、職員が培ってきた知識や
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(2) 地震時の液状化予測図 

東部低地を中心とした液状化調査や、地盤情報

のボーリング柱状図等などを活用し、関東大震災

規模の地震が発生したときの液状化の発生につ

いて地図化した「東京の液状化予測図」（以下、

予測図）を作成し公開している。 

令和３年度に更新した液状化予測図では、予測

に活用した関連情報等についてオープンデータ

に対応し、ホームページからダウンロードできる

ように変更した。 

 

(3) 地盤沈下・地下水位データ 

地盤沈下の主因である地下水位の変動状況と、

地下のどの部分が収縮しているかを明らかにす

るために、都内 42 箇所に観測井を設置している。

観測結果は、「水準基標測量成果」と合わせて東

京都における各種の地盤沈下対策の基礎資料に

なるとともに、地下構造物設置の際や、学術的に

も貴重な資料として各方面に広く利用されてい

る。 

 

(4)  東京都公共基準点の観測データ 

東京都公共基準点は、都内における国家基準

点を補完し、高精度な測量成果を提供すること

を目的として設置している。センターは、公共

測量の基本データとして、都市基盤整備の円滑

化を図るため、昭和 60 年より「東京都公共基準

点」（１級基準点：575 点、島しょ部を除く都内

全域、標準点間距離 約 1.5km）の整備・維持管

理を行っている。 

 

(5) 水準測量等の観測データ 

都内全域に設置してある水準基標（山地、丘陵 

地及び島しょを除く）については、１級水準測量 

（約 600km、約 500 点：国家水準点を含む）を毎

年継続的に実施し、地盤の変動状況並びに地盤高

の現況を明らかにしている。 

また、東部低地帯における河川堤防・河川施設

については、毎年、堤防護岸高測量を実施し、変

動量を調査のうえ関係機関へ提供している。 

なお、昭和 63 年度から三宅島での火山活動等

の状況把握を目的として、精密（１級）水準測量

を隔年で実施している。 

 

(6) 河川流量や降水量等の観測データ 

 中小河川の洪水対策や良好な河川環境創出を

すすめるためには、各河川の水理的な特性や降雨

流出特性の把握が必要である。中小河川において

洪水時等に流量観測調査を実施すると共に、河川

水位や降水量のデータ収集・蓄積を行っている。

蓄積したデータは、局内における中小河川の検討

に活用される他、他局や国・区市町村及び研究機

関等にも依頼に応じて提供している。 

 

(7) 強震観測 

東京都では、昭和 50 年度から｢東京都震災予 

防条例｣(現:震災対策条例)に基づき､各種土木構

造物･建築物と地盤に強震計を設置し観測を実施

している｡センターは､昭和 53 年度から建設局管

理の橋梁､水門､堤防など 19 箇所の強震観測を実

施している。 

 

２ 新技術の評価選定と活用 

コスト縮減、安全安心の確保、リサイクル材の

活用など建設行政の効率的効果的な推進を図る

ためには、民間で開発した優れた新材料や新工法

などの活用を図ることが重要である。 
このため、開発者等から提案された新技術につ

いては、建設局でのニーズや経済性、安全性、施

工性、新規性、独自性、生産性の向上等を視点と

して、新技術評価選定会議において選定し、局内

外へ周知するとともに、活用に向けた取組を行っ

ている。 

東京の地盤（ＧＩＳ版） 

- 151 - 

 

また、ホームページの新技術情報データベース

に掲載し、選定後５ヵ年にわたり情報を提供して

いる。 

 

３ 各種協議会の運営 

(1) 東京都技術情報連絡協議会 
職員の技術力の維持向上を目的に８部局で

構成する「東京都技術情報連絡協議会」におい

て、これまで各局が蓄積してきた技術情報の共

有を図っている。 
 
(2) 地方公共団体建設技術試験研究機関連絡協 

  議会（建試協） 

  全国の地方公共団体に所属する試験研究機

関が、情報交換を行って相互の連携を深めるた

め、「地方公共団体建設技術試験研究機関連絡

協議会（略称「建試協」）」を設立し、センター

は事務局として総会の運営を行っている。 

（令和５年４月より 54 団体） 

 

第６ 土木技術情報ライブラリー等 

 

１ 土木技術情報ライブラリー 

(1) 概要 

技術の継承と各部所が蓄積してきた各種技

術資料を効率的に活用し、事業執行に役立てる

ことを目的として、土木技術情報ライブラリー

を開設している。 

ライブラリーには、局内各部所等から資料を

収集、デジタル化して職員が利用しやすいよう

に体系的・時系列的に分類・整理・編集して掲

載している。 

(2) 資料 

 土木技術情報ライブラリーに掲載している技

術情報等は、次の通りである。 

①要綱・要領・通知類 

②報告書・計画書類 

③パンフレット・冊子類 

④その他古写真・古図面等歴史的資料 

 

２ 成果の公表 

(1) センター発表会の開催等 

調査・開発の成果については、センター発表会

において毎年発表するとともに、年報として取り

まとめている。 

 

(2) 一般公開事業等 

科学技術週間及び土木の日におけるセンター

の一般公開を実施している。 

土木技術に関する最新の情報について、産官学

の外部講師による講演から幅広い知識と見識を

得ることで、技術系職員の技術力向上を図るため、

公開講座「土木技術講習会」を毎年開催している。 

 

３ 大学・各学会等との連携 

大学、土木学会や地盤工学会等との連携を図り、

技術力の向上に努めている。 

(1) 主なテーマ 

1) 河川流域整備に関する研究 （都立大学） 

2) 未利用資材としての高針入度アスファルト

の舗装への適用性に関する研究 （（国研）土

木研究所、（一社）日本アスファルト合材協会） 

3) 河川構造物のＤＥＦ現象を考慮した長期耐

久性の検証 （都立大学） 

4) 機械式フォームド技術を活用した中温化混

合物の製造・施工に関する調査研究 (（一社） 

日本アスファルト合材協会） 

 

第７ 人材育成 

 

１ 人材育成の推進 
ベテラン職員の退職、職務経験の少ない若手職

員の増加に対応しセンターが持つ技術やノウハ

ウを活用して、技術研修と技術継承による人材育

成に積極的に取り組んでいる。 
 技術研修では、研修内容についても、実際に身

をもって体感できる研修など、インハウスエンジ

ニアとして必要なスキルを身につけることがで

きるよう計画的に進めている。 
また、技術継承では、職員が培ってきた知識や
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技術ノウハウを継承していく取組として、マイス

ター制度を運用している。 
 
(1) 技術研修 

1) 研修体系 

次の６コースの研修を実施し、研修を通じた

計画的な人材育成を行う。 
令和４年度は、オンライン講座を含めて延べ

1,801 名が受講した。 

 

＜技術研修体系＞ 

2) 研修内容の充実 

「現場に接する時間の減少」による経験知の

不足を補うための構造物モデルや VR 構造物

モデルを活用した研修、危機管理能力の向上、

ＩＣＴ活用に関する能力の向上など、今後の業

務をふまえた研修カリキュラムの充実を図る。 
また、職員の技術力を維持向上させるため、

職務に関連した国家資格等の取得を支援して

いく。 
 

(2) 技術継承 

1) 建設技術マイスター制度指導技術者の認定 

平成 21 年度に創設した「建設技術マイスタ

ー制度」は、建設局の職務に係る、特定の優れ

た技術力を有する職員の知識・経験等を局全体

で共有し、活用することによって、OJT を横断

的に行う環境を構築し、組織として技術を効率

的かつ効果的に継承するための仕組みである。 

令和４年度は27名の指導技術者を認定した。 

2) 建設技術マイスター制度の活用 

認定した指導技術者は、以下のような業務を

担当する。 

ア 指導技術者は、局職員からの技術的相談に

ついて、技術的課題に対する助言を行う。 
イ 指導技術者は、専門分野に関する研修講師

等を担当して技術継承に努める。 
ウ センターと指導技術者は協力して、技術相

談の内容、暗黙知の形式知化作業の内容を 
分類整理してデータベース化し、局内で共

有している。 
3) マイスター出前講座 

令和４年度は、20 講座を設定して実施し、

延べ 271 名が受講した。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初級者を対象に、専門性の基礎を作る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新人、局間移動職員は悉皆　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家資格等の取得を支援する研修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計実務の技術力向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場作業の模擬体験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門性を拡充させるバラエティーに富む研修内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職場の核となり、技術向上を支援できる人材を養成

基礎コース

指導者育成コース

体験実務コース

応用コース

設計実務コース

資格取得支援コース
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